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議題第４号

令和５年度会津地方市町村電子計算機管理運営協議会事業概要

国においては、マイナンバーの利活用や行政手続きのオンライン化など「デ

ジタル・ガバメント」を推進する取り組みが一層加速している状況にある。

特に、これらの取り組みの根幹を担う地方自治体の各種情報システムについ

ては、全国共通仕様による標準システムへの移行が示され、本協議会が運用す

る情報システムについても、令和７年度末までの標準化を予定している。

今後、円滑に標準化を進めるため、令和５年度においては、事業者および製

品の選定や、現場業務を踏まえた詳細な機能要件定義について、速やかに取り

組んでいくものとする。

また、世界的なデジタルトランスフォーメーションの潮流をはじめ、昨今の

パソコンやプリンタ等の情報機器類の供給不足への対応など、様々なレベルで

の動向を注視し、構成団体と連携しながら業務効率化を支援していくものとす

る。

令和５年２月１６日提出

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会

会　長　　室　井　　照　平
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議題第５号

令和５年度会津地方市町村電子計算機管理運営協議会会計予算

令和５年度会津地方市町村電子計算機管理運営協議会会計予算は、次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６８２，２４４千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表　歳入歳出

予算」による。

令和５年２月１６日提出

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会

会　長　　室　井　　照　平
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別　表

歳　入

（単位：千円）

款 項

1 671,720

1 671,720

2 1

1 1

3 10,523

1 10,523

682,244

歳　出

（単位：千円）

款 項

1 682,244

1 682,244

682,244

歳 入 歳 出 予 算

金 額

分担金及び負担金

負 担 金

繰 越 金

繰 越 金

諸 収 入

雑 入

歳 入 合 計

金 額

事 業 費

事 業 管 理 費

歳 出 合 計
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歳入歳出予算事項別明細書

１　歳　入

　（款）１ 分担金及び負担金

　（項）１ 負担金 （単位：千円）

目 本年度 前年度 比較
節

説明
区分 金額

1 671,720 642,680 29,040 1 671,720通常負担金（事務局費）

22,523

運用負担金（市町村運用費）

649,197

計 671,720 642,680 29,040

　（款）２ 繰越金

　（項）１ 繰越金 （単位：千円）

目 本年度 前年度 比較
節

説明
区分 金額

1 1 1 0 1 1前年度繰越金 1

計 1 1 0

　（款）３ 諸収入

　（項）１ 雑入 （単位：千円）

目 本年度 前年度 比較
節

説明
区分 金額

1 10,523 8,915 1,608 1 10,523会津若松地方広域市町村圏

整備組合事務負担金 10,516

会計年度任用職員雇用保険料

自己負担金 7

計 10,523 8,915 1,608

市 町 村 市 町 村

負 担 金 負 担 金

繰 越 金 前 年 度

繰 越 金

雑 入 そ の 他

の 収 入

- 4 -



２　歳　出

　（款）１ 事業費

　（項）１ 事業管理費 （単位：千円）

目 本年度 前年度 比較
節

説明
区分 金額

1 33,047 27,153 5,894 1 1,708監査委員報酬 48

会計年度任用職員報酬

1,660

3 326会計年度任用職員期末手当

326

4 346会計年度任用職員

社会保険料等 346

8 170会計年度任用職員通勤手当

83

普通旅費 87

10 315消耗品費 237

燃料費 78

11 199通信運搬費 169

郵券代 30

12 10,976財務・人給ｼｽﾃﾑ運用委託料

9,196
財務・人給ｼｽﾃﾑ改修委託料

1,760

会計年度任用職員健康診断

20

13 805 272

4

ＵＴＭ機器ﾘｰｽ料 112

公用車ﾘｰｽ料 370

ライセンス使用料 47

18 18,202各種会議等負担金 23

職員人件費交付金 17,988

庁舎負担金 191

2 649,197 624,443 24,754 8 267費用弁償 267

10 3,901消耗品費 69

印刷製本費 544

修繕料 3,288

11 4,193通信運搬費 4,193

12 456,249 ｼｽﾃﾑ運用委託料 366,171

法改正対応委託料 24,739

機器保守委託料 12,246

ｼｽﾃﾑ保守委託料 10,331

業務委託料 42,762

13 184,587 ﾊﾟｿｺﾝ機器等借上料 69,415

ﾌﾟﾘﾝﾀ機器等借上料 12,824

ｼｽﾃﾑ機器等借上料 58,298

その他機器借上料 809

ライセンス使用料 6,164

サービス使用料 37,077

計 682,244 651,596 30,648

事 務 局 費 報 酬

職 員

手 当 等

共 済 費

旅 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使 用 料 事務局PCﾘｰｽ料

及 び 財務用PRﾘｰｽ料

賃 借 料

負 担 金

補 助 及 び

交 付 金

市 町 村 旅 費

運 用 費 需 用 費

役 務 費

委 託 料

使 用 料

及 び

賃 借 料
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議題第６号

令和５年度会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金及び納期

令和５年度会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金及び納期は、

次に定めるところによる。

（負担金）

第１条　負担金の総額は、６７１，７２０千円と定める。

２　関係市町村の負担すべき金額は、「別表　令和５年度会津地方市町村電子

計算機管理運営協議会負担金」による。

（納期）

第２条　納期は２期とし、前期分は令和５年４月２５日、後期分は令和５年

１０月２５日を納期限と定める。

令和５年２月１６日提出

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会

会　長　　室　井　　照　平
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別 表

令和５年度会津地方市町村電子計算機管理運営協議会負担金

負担金総額

会津若松市 343,904,102 171,952,000 171,952,102 

60,112,490 30,056,000 30,056,490 

49,458,587 24,729,000 24,729,587 

52,235,542 26,117,000 26,118,542 

55,309,581 27,654,000 27,655,581 

61,905,176 30,952,000 30,953,176 

48,793,926 24,396,000 24,397,926 

671,719,404 335,856,000 335,863,404 

納期限

市 町 村 前 期 分後 期 分

北 塩 原 村

磐 梯 町

湯 川 村

柳 津 町

金 山 町

昭 和 村

合 計

令和5年4月25日 令和5年10月25日
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議題第７号

システム標準化検討委員会の設置について（報告）

このことについて、国の進める行政システム標準化を遂行するため、会津地方市町村電

子計算機管理運営協議会構成市町村担当課長会議規程　第５条に基づき、別紙要綱のとお

り「システム標準化検討委員会」を設置したことを報告する。

令和５年２月１６日提出

会津地方市町村電子計算機管理運営協議会

会　長　　室　井　　照　平
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（規約第１１条関係） 

システム標準化検討委員会設置要綱 

１　国の進める行政システム標準化に係る事業者およびシステムの選定にあたり、各関
係市町村の協調を高め、事務処理の合理化を図り、共同運用による効果を高めるため、
検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２  委員会は、次に掲げる業務を行う。 

（１）システム製品の機能要件の評価に関すること
（２）その他検討の実施に必要なこと

３  委員会は、別紙に掲げる委員により組織する。 

４  委員会に委員長を置き、委員の互選とする。 

５  委員長が必要と認めるときは、委員でない者の出席を求めて意見を聞くことがで
きる。 

６  委員会の会議の手続き、その他委員会の運営について必要な事項は、委員会で決
める。 
７  委員会の庶務は、会津計算センターにおいて処理する。 

８  関係市町村長は、委員会の円滑な活動を推進し、当該関係市町村内部の意思統一
を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

      附  則 

  この要綱は、令和５年１月２７日から施行する。 
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別紙

委員名簿

町村名 課係名 職名 氏　　　　名

北塩原村 総務企画課財政班 班長 杉本　嘉寛

磐梯町 デジタル変革戦略室
デジタル変革戦略係

係長 長　泰志

湯川村 総務課政策財務係 主査 白岩　仁志

柳津町 総務課総務係 係長 新井田　雅人

金山町 総務課総務係 係長 栗城　亮

昭和村 総務課総務係 主査 鵜川　洸一
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